
15つ　市　議　会　だ　よ　り

《賛成討論　日本共産党津市議団　竹下　幸智子議員》数年前に国は米の需給政策から手を引き、農業者や農協などの農
業関連団体に投げ出したが、この政策を見直し、国も加わり需給調整をすべきである。また、国は当面市場で余る米を買
い上げ、市場隔離して需給バランスをとり、米価を安定させて農業者の経営を守るべきと考えることから賛成する。

請願番号

請 願 第 3 号

コロナ禍により市場に滞留する在庫を政府が買
い取るなど需給環境の改善と米価下落に歯止め
をかけるとともに、生活困難者や学生などに食
糧支援制度を創設して政府が支援すること。ま
た、国内消費に必要のない外国産米の輸入数量
抑制を直ちに実行することを政府に求める。

滝勝弘、竹下幸智子
藤本ともこ、長谷川幸子

新型コロナ禍による米危機対策の改善を
求める請願書

不採択とされた請願

概　　　要 賛成議員請　願　名

令和３年第１回津市議会臨時会

【全会一致（出席全議員が賛成）で承認された議案】

　令和3年第1回津市議会臨時会が5月28日に開催され、継続審
査となっていた議案第47号「津市行政組織条例の一部の改正
について」の委員長報告、討論が行われ、賛成多数で可決さ
れました。
　また、今期臨時会では、承認2件、報告5件の7議案が審議さ
れ、その結果、承認2件は全会一致で承認されました。

可決された議案

概　　　要議　案　名議案番号

承 認 第 2 号 専決処分の承認について

津市行政組織条例の一部の改正について

承 認 第 3 号 専決処分の承認について

津市市税条例の一部の改正について
軽自動車税の環境性能割の税率等に係る改正など、地方税法の改正に
伴う所要の改正

令和３年度津市一般会計補正予算（第1号）
学校施設長寿命化改修事業等の減等による3億7,867万9,000円の減額補正

報　　告

議　案　名議案番号

専決処分の報告について報 告 第 ８ 号 支払督促に対する異議申立てによる委託料過払金返還等請求の訴訟の提起

専決処分の報告について報 告 第 ９ 号 住宅新築資金貸付金等に係る弁済請求の訴訟の提起

専決処分の報告について報告第 1 0 号 交通事故による損害賠償額の決定　65万1,200円

専決処分の報告について報告第 1 1 号 交通事故による損害賠償額の決定　9万7,680円

専決処分の報告について報告第 1 2 号 道路の瑕疵による損害賠償額の決定　４万3,400円

概　　　　　要

《反対討論　日本共産党津市議団　竹下　幸智子議員》市長は直面する課題である自治会長問題を最優先し、総務省ガイドラ
インが求める基本方針などの策定を後回しにしている。市長の証人喚問も終わらず、全容解明もできていない。さらに幹部職
員の処分や再発防止方針も出さない中で時期尚早であり、現在の公益通報制度や不当要求行為等の防止制度で機能できるので
はないか。また、職員の倫理規程の条例化でコンプライアンスを確保することが大切であると考えることから反対する。

【賛成多数で可決された議案】
概　　　要 賛成しなかった議員議　案　名議案番号

議 案 第 4 7 号

地方自治法の一部改正の主旨を踏まえ、また、
全ての職員が困難に直面した場合に相談し対
応を求めることができるよう、市長直轄の独
立した組織を設置し、本市の公正公平な事務
の執行体制を確保することを目的として、内
部を統制する新たな組織を設置するための所
要の改正

滝勝弘、竹下幸智子
藤本ともこ、長谷川幸子
安積むつみ、堀口順也
青山昇武、八太正年
桂三発、伊藤康雄
大野寛、村主英明
川口和雄

《賛成討論　至誠会　岡村　武議員》市役所の窓口で大きな声を出す人は毎日粗を探しに来ており、挑発してミスを起こ
させる。百条委員会や行政としての不正の話については、議員も含めしっかりとやらなければならないが、職員がいじめ
られて、文句を言われて、嫌な思いをしていることについては、自分たちの手でできないのであるから、いわゆる問題事
に対して多くの経験をしてきた方の力をお借りしてやるべきであるという考えから賛成する。

《反対討論　公明党議員団　青山　昇武議員》今回の問題で必要なのは、窓口対応で現場へ駆けつけてしっかりと対処す
ることであり、本庁舎以外の総合支所の対応をどのようにしていくのかの議論も必要である。また、上司からの指示も含
めて市役所全体の理不尽なことに対する相談窓口についても、配置職員によっては今までと同様になってしまうのではな
いかという問題があり、しっかりとした内容を吟味した上で施行すべきであると考えることから反対する。

《賛成討論　県都クラブ　岡　幸男議員》今回の問題は行政の弱さが明るみに出た大きな事例であり、何に原因があった
のか、職員はどのように関わったのかなどについては継続して調査すべきと考える。しかし、それとは別問題として、職
員は日々の業務の中で、第２、第３のこういう事例が生まれてくる状態にあり、これを新たな仕組みで解決していこうと
いう強い意志で出されたものであり、相当の決意を持って提案されている。この議案が否決されれば、行政がせっかく手
を打とうというその一手を議会が塞いでしまうことや、事態は一刻の猶予も許されない状況であることから賛成する。


